
条

例 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
等
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
四
号 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
等
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
等
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

死
体
解
剖
保
存
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
経
由
さ
れ
る
死
体
解
剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条

第
一
項
第
一
号
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

別
表
第
二
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
十
一
号
中
「
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
の
被
貸

与
決
定
者
若
し
く
は
連
帯
保
証
人
の
異
動
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
十
号
と
し
、
同
表
中
第
十
二
号
を

第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。 

 

別
表
第
三
監
査
委
員
の
項
を
削
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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